
 

 

令和 8（2026）年 3月 13日 

高松空運 2026第 14号 

 

各 位 

高松空港株式会社 

空港運営事業部  

 

エプロンの運用方法について（周知） 

 

 

  エプロンの運用方法について以下のとおり周知する。また、本事務連絡適用により、

発行済みの同名事務連絡（2025年 9月 29日発行高松空運 2025第 58号）は廃止する。 

 

（１）エプロン管理の方法 

① エプロン等の配置 

エプロン等の名称及び配置は図５．８－１～５に示す。 

② スポットの使用区分及び駐機方式 

スポットの使用区分及び駐機方式は表５．８－１に示す。 

③ スポットの使用承認 

a. 空港使用届出は原則、空港会社が指定する様式を使用し、電子メール又は

ＦＡＸにて行う。届出を受理した空港会社は電子メール又は口頭にて使用

承認を通知する。 

b. 継続して停留できる期間 

航空機を継続して停留できる期間は「高松空港供用規程」第８条第２項の

とおりとする。 

c. 継続して停留できる期間の延長 

「高松空港供用規程」第８条第２項ただし書きに定める使用条件は次のとお

りとする。 

(ア) 延長の理由が航空機の故障や運航者の体調不良等止むを得ない事由によ

るものであること。 

(イ) 上記事由の状況に変化があった場合はその都度、空港会社に報告すること。 

d. 空港会社は、表５．８－２の安全間隔（エプロン運用上における航空機のク

リアランス）を考慮の上、使用するスポットを指定する。 

e. 1つのスポットに駐機できる航空機は原則 1機とする。1つのスポットに複

数機駐機する必要がある場合は、空港会社と調整すること。 

④ 駐機規則 

a. 航空機は原則、次の標識（図５．８－２～５参照）が示す位置にノーズギ

アが来るよう駐機しなければならない。 

(ア) スポット１番 



 

 

a) 駐機方式がノーズイン・プッシュバックの場合 

停止バー（航空機導入線、Ｂ７６７用導入線又は暫定導入線上に誘導路中

心と平行になるよう設置された標識をいう） 

b) 駐機方式が自走の場合 

自走用停止バー 

(イ) スポット２番、３番、５番及び６番 

停止バー 

(ウ) スポット７番 

a) 駐機方式がノーズイン・プッシュバックの場合 

停止バー 

b) 駐機方式が自走式の場合 

旋回バー又は自走用停止バー 

(エ) ＥＡＳＴエプロン 

スポットの範囲を標示する枠内 

(オ) ＷＥＳＴエプロン 

スポットの範囲を標示する枠内 

b. 駐機時における措置 

運航者は航空機の駐機時、航空機の意図しない動きを防ぐため、パーキング

ブレーキや車輪止めの設置、タイダウンリングを使用した繋留など適切な措置

を講じなければならない。 

c. 緊急時における体制の確保 

運航者は、空港運用時間中、原則、航空機の移動など空港会社の空港管理上

必要な指示に対応できる体制を確保し、あらかじめ空港会社に緊急連絡先を通

知しておかなければならない。 

⑤ エプロンにおける地上走行 

a) 駐機方式がノーズイン・プッシュバック方式の航空機 

(ア) 航空機導入線又はＢ７６７用航空機導入線に従い走行しなければならな

い。 

(イ) 空港会社は、表５．８－２の安全間隔を考慮した結果、スポット１番及び

７番に設置しているＢ７６７用導入線、並びにスポット５番に設置して

いる暫定導入線を使用する必要があると判断した場合、当該導入線を使

用することを指示する。（図５．８－２参照） 

b) 駐機方式が自走式の航空機 

(ア) 可能なかぎり航空機導入線又は自走式ガイドラインに従って走行しなけ

ればならない。 

(イ) １番スポットにおいては右旋回で、航空機導入線からの水平距離が３０ｍ

の区域内で旋回し、自走アウトしなければならない。 

⑥ スポットの運用 



 

 

a. スポット毎に運用は次のとおりとする。 

(ア) 旅客エプロン 

a) 空港会社は、原則、定期便、臨時便及び不定期便の順に優先的にスポッ

トを割り当てる。なお、前述する航空機のスポット使用に支障がない範

囲で、それ以外の航空機にスポットを割り当てる場合がある。 

b) 運航者は空港会社から航空機移動の指示があった場合は原則１時間以

内に移動しなければならない。 

c) 駐機方式が自走式の場合における使用最大機種は原則、次のとおりとす

る。 

スポット１番 

全幅３６ｍ未満の航空機 

スポット７番 

全幅１５ｍ未満の航空機 

(イ) ＥＡＳＴエプロン 

外側主脚車輪間隔（アウタートラック）が４．５ｍ以上の航空機は、使用

することができない。 

(ウ) ＷＥＳＴエプロン 

航空機の駐機に係留施設を要する場合は、使用することができない。 

b. 空港会社は関西空港運航情報官より次の情報提供を受けた場合、総括的に

運航状況を考慮し、高松空港のスポット使用が円滑に行われるよう適切な

措置を行う。また必要に応じて、関係機関及び運航者にも連絡を行う。 

(ア) スポット運用に影響を及ぼすと認められる他空港の運用状況 

(イ) スポット運用に影響を及ぼすと予測される交通流制御の情報 

⑦ 運航者等への注意喚起 

空港会社は、関西航空地方気象台が発表する飛行場警報を入手した場合、若

しくはそれと同等の強風が予報された場合は、必要に応じ航空機、空港施設及

び地上作業員等の被害を予防するため、運航者等に対し、次の対応及び必要に

応じて使用スポットの変更を要請する。 

a. 運航者 

(ア) 飛行場強風警報を入手した場合、又は同警報と同等の強風が予報された

場合 

a) 航空機は、可能な限り予報された風向に正対して繋留すること。 

b) 繋留した航空機は、操縦装置、動翼、回転翼及び車輪、又はスキッ 

ドを固定すること。 

(イ) 飛行場暴風警報若しくは飛行場台風警報を入手した場合、又は同警報と

同等の強風が予報された場合 

a) 格納庫を利用できるなら、格納庫へ航空機を入庫すること。 

b) 格納庫を利用できないなら、退避可能な時期に航空機を安全な場所 

へ退避（退避飛行）すること。 



 

 

(ウ) 関西航空地方気象台から、飛行場大雪警報等その他の飛行場警報、飛行

場気象情報等が発出された場合においても、エプロン内における航空機

及び地上作業員の安全を確保する為、必要に応じ関係運航者等に通報す

る。 

b. 空港事業者 

(ア) 制限区域内に残置した物が飛散しないようにすること。 

(イ) その他必要な対応を講じること。 

 

（２）プッシュバック方式 

プッシュバックに係る標識、種類及び運用方法を次のとおりとする。 

① 標識 

a. 航空機導入線 

航空機が誘導路からスポットへ進入するために設置された標識。黄色の実

線で標示がされている。 

b. エプロン境界線 

誘導路Ｐ３を走行する航空機とエプロン内の航空機、人及び車両との安全

間隔を確保するために設置された、誘導路とエプロンの境界を示す標識。赤

の実線で標示がされている。 

c. ショートプッシュバック停止線 

エプロン境界線から６２．９６４ｍの地点において、左右に３３度の角度

で振り分けた場所に設置された、長さ１１ｍの標識。白色の実線で標示がさ

れている。 

② プッシュバック方式の種類 

プッシュバック方式は次の２種類とする。（図５．８－６参照） 

a. プッシュバック 

航空機のノーズギアを誘導路Ｐ３の誘導路中心線標識上に停止させる方式

をいう。 

b. ショートプッシュバック 

航空機のノーズギアをショートプッシュバック停止線上に停止させる方式

をいう。 

③ 運用方法 

a. プッシュバックを実施する際、飛行場管制所に「REQUEST PUSHBACK」の用

語により要求する。 

b. ショートプッシュバックは次に従い行わなければならない。 

(ア) 実施する際、飛行場管制所に「REQUEST SHORT PUSHBACK」の用語により

要求する。 

(イ) 航空機のサイズの全幅クラス（表５．８－３参照）が各スポットにおい

て次のとおりであること。 

a) スポット２番、３番、５番及び６番 



 

 

Ｗ５１以下 

b) スポット７番 

Ｗ３６以下 

(ウ) 実施場所はスポット２番、３番、５番、６番及び７番であること。 

(エ) Ｂ７６７－２００及びＢ７６７－３００のノーズギアがショートプッ

シュバック停止線を越えた場合は、早急に飛行場管制所に通報するとと

もに、いかなる航空機も誘導路Ｐ３を走行してはならない。 

c. 航空機の周囲に翼端監視員を配置し、安全確認の下で実施する。 

d. プッシュバック又はショートプッシュバック（以下「プッシュバック等」と

いう。）を同時に実施する際の条件は次のとおりとする。なお、隣接するス

ポットにおいて、プッシュバック等を同時に実施することができない場合

は、後続機は先行機が地上走行を開始し、かつエプロン境界線を越えるま

でプッシュバック等を実施してはならない。 

(ア) プッシュバック同士 

全てのスポットにおいて不可。 

(イ) プッシュバックとショートプッシュバック 

以下のうちいずれかを満たすこと。 

a) 当該航空機との間に１つ以上のスポットの間隔がある。 

b) 当該航空機が隣接するスポットにある場合は、ショートプッシュバッ

クする航空機がプッシュバックする航空機のスポットへ機首を向けて

ショートプッシュバックする又はしていること（図５．８－７参照）。 

(ウ) ショートプッシュバック同士 

以下のうちいずれかを満たすこと。 

• 当該航空機との間に１つ以上のスポットの間隔がある。 

• 当該航空機が隣接するスポットにある場合は、以下を全て満たすこ

と。 

• 当該航空機のうち、いずれかの航空機のサイズが全幅クラスＷ３６

（表５．８－３参照）であること。 

• お互いの航空機のスポットへ機首を向けてショートプッシュバックす

る又はしていること（図５．８－８参照）。 

e. 運航者は気象状態等によりショートプッシュバックを実施できないと判断

した場合は、空港会社空港運用グループを経由して、飛行場管制所にその

旨連絡すること。また、気象状態の変化等によりショートプッシュバック

を再開する場合も、同様に連絡すること。 

f. ショートプッシュバック後は、以下のとおり旋回し、スポットアウトする

こと。 

• 旋回半径（旋回する機体のノーズギアの軌跡と旋回の中心点間の距離）

が２６．０２ｍ以下となるよう旋回すること。 

• 機首を向けた方向に旋回すること。 



 

 

g. ショートプッシュバックした航空機の後方通過を伴う隣接スポットへの進

入は、以下の場合を除き、実施すること。 

(ア) スノータムにて、エプロン（ＡＰＮ）が「ＰＯＯＲ」で報じられている

場合 

(イ) 当該航空機のサイズが全幅クラスＷ３６（表５．８－３参照）を超える

場合 

 

（３）航空機の誘導 

① 航空機の誘導は、スポットに到着するまで又はスポットから出発する際、灯

火、標識、誘導員等又はそれらを組み合わせる方法により行う。なお、誘導員

による誘導（以下「マーシャリング」という。）及び車両による誘導（以下

「フォロミー」という。）による誘導を行う場合は、以下のうち必要と認めら

れるものについて行う。 

a. 操縦者又は運航者からフォロミーの要請を受けた航空機 

b. 航空機移動区域内における突発的な走行経路の変更等が発生した時に着陸

した航空機 

c. その他特に要請を受けた航空機 

② マーシャリング 

マーシャリングは、次に従い行わなければならない。 

a. 航空機の誘導信号等は、国際民間航空条約第２附属書に規定された信号方

式（表５．８－４参照）によるものとし、訓練を受けた者が行うこと。 

b. マーシャリングを行う者は、航空機乗組員が識別できるよう明瞭な蛍光性

ベストを着用し、昼間においては誘導板等、夜間又は低視程時においては

誘導灯等のマーシャリング用具を用いること。 

c. 一般注意事項 

(ア) 常に航空機の構造、性能を考慮し、かつ周囲の状況に注意すること。 

(イ) 事前にスポットに障害物が存在しないことを確認すること。 

(ウ) 必要に応じて、他の物件との接触を防止するため翼端監視員を配置する

こと。また、翼端監視員を配置する場合は、誘導員と翼端監視員との間

の意志疎通を適切に行うために、事前に十分な打合せを行うこと。 

(エ) 翼端監視員は、エプロン内の他の航空機又は車両等が、誘導中の航空機

と接触するおそれがある場合には、直ちに主たる誘導者に緊急停止の合

図を送ること。 

(オ) マーシャリングを行う者は、誘導する航空機が他の物件と接触するおそ

れがある場合、または自らが送った信号と異なる動きを行った場合には、

緊急停止の信号を送り一旦航空機を停止させ安全を確認した後に、新た

に信号を送ること。 

(カ) マーシャリング中に航空機が損傷した場合、「高松空港制限区域安全管

理規程」に基づき、負傷者等の確認及び救助、空港会社への通報等、必



 

 

要な対応をとること。 

d. 原則、次の位置で行うこと。 

(ア) 固定翼航空機の場合、機体の左側であって操縦者から最も良く見える場

所 

(イ) 回転翼航空機の場合、操縦者から最も良く見える場所 

③ フォロミー 

フォロミーを行う誘導員の要件、フォロミーに使用する車両の装備品及び実施

方法については、次の通りとする。 

a. フォロミーは、安全に航空機を誘導するための訓練を受けた者が行う。 

b. 誘導車両は、航空機から「ＦＯＬＬＯＷ ＭＥ」の表示が容易に視認できる

識別板等を設置する。 

c. 誘導前に管制官と誘導開始地点及び誘導経路を調整する。 

d. 誘導は原則として、運転者のほかに外部監視員を同乗させて行う。 

e. 誘導速度は、次の速度制限を遵守し、他の航空機の運航の妨げにならない

よう誘導する。 

(ア) 大型機の場合 50ｋｍ／ｈ 

(イ) 小型機の場合 30ｋｍ／ｈ 

f. 誘導中、一時的に極度の視程障害により停止する場合は、管制官を通じて

航空機に停止の連絡を行うとともに、ハザード灯を点灯し、停止する意思

を航空機に伝える。 

g. 運転者が地上の目標物（誘導路灯、誘導路中心線又は誘導路中心線灯）を視

認できない場合は、誘導を行わない。 

 

（４）スポット間の航空機の移動 

トーイング又は自走により航空機を他のスポットへ移動する場合、次に従い行

わなければならない。 

① 空港会社と移動開始時刻等についての調整を行う。 

② 空港の運用時間内における移動は、移動開始前に飛行場管制所と無線交信を

行い、その指示に従う。空港の運用時間外に移動する場合は、運航者の責任

において移動を行う。 

③ プッシュバック又はショートプッシュバックを伴う移動の場合、（２）に準

拠して行う。 

 

（５）ホバリング 

回転翼航空機のホバリング飛行は、次に従い行わなければならない。 

① 原則、空港の運用時間内に行う。 

② ＥＡＳＴエプロンのスポットＧ又はＰにおいて行う。なお、隣接スポットに

駐機する航空機がなく、かつ、スポットＧ、Ｐ、Ｆ、Ｏに係る航空機導入線を

航空機が走行していない場合にのみ、行うことができる。 



 

 

③ ホイストチェック実施に伴うホバリングに関しては、②の条件に加え誘導路 

Ｐ２、およびＥ－ＴＷＹを航空機が走行していない場合にのみ、行うことが

できる。 

④ 空港会社と次の事項を通報する。 

a. 航空機の所属、型式及び無線呼出符号 

b. 実施内容（最大高度を含む） 

c. 実施場所（スポット番号又は名称など） 

d. 開始及び終了予定時刻 

⑤ 開始前に飛行場管制所と無線交信を行い、その指示に従う。 

 

（６）ヘリパッドの運用 

回転翼航空機が滑走路以外の場所において離着陸を行うために設置する、ヘリパ

ッドの使用条件を次のとおりとする。 

① ヘリパッドの名称及び位置（図５．８－９～１０参照） 

a. ＥＡＳＴヘリパッド（誘導路Ｐ２に設置） 

b. ＷＥＳＴヘリパッド（誘導路Ｐ４に設置） 

② 使用条件 

a. 離着陸地点は「Ｈ」の標識が設置された場所とする。 

b. 離着陸は、日の出から日没までの間、且つ空港の気象状態が有視界気象状

態の場合に限る。 

c. 離着陸の方向は平行誘導路上とし、ターミナルビル等の建物及び航空機の

上空を飛行してはならない。 

d. ストップアンドゴー及びローアプローチ等の訓練飛行に使用できない。 

 

（７）コンパススイング 

コンパススイングは、次に従い行わなければならない。 

① 原則、空港の運用時間内に行う。 

② ＥＡＳＴエプロンにおいて行う。 

③ 実施日の前日までに空港会社と次の事項について調整し、作業日報を提出す

る。 

a. 航空機の所属、型式及び無線呼出符号 

b. 実施時間 

c. 作業区域（ダウンウオッシュによる影響範囲を含む） 

d. 運用上の閉鎖が必要なスポット 

e. 緊急連絡先 

 

（８）着陸帯内等における離着陸訓練 

空港会社は、滑走路以外の着陸帯内等に回転翼航空機が離着陸訓練に使用でき

る区域（「ソッドエリア」及び「ホテルエリア」）を設定している。 



 

 

当該区域の使用は、使用者において関係機関との調整、及び当該区域の整備等

を行った上で、使用条件を付して使用することが認められる。詳細については、

空港会社に問い合わせること。 

 

（９）ジェットブラスト等の安全対策 

① ジェットブラスト等による事故を未然に防止するため、地上作業員は次の

とおり措置しなければならない。 

a. 旅客がエプロン上を徒歩にて移動する場合で、安全上必要と認められる

場合は、危険を防止するための措置をとること。 

b. 原則、地上走行中の航空機の後方１００メートル以内（回転翼機につい

てはダウンウオッシュによる危険が伴う区域）を通過しないこと。また、

航空機の移動開始時には一時的にジェットブラスト等の影響を受ける

範囲が更に広がることに留意すること。 

c. パッセンジャーステップ車のように側面積の広い車両はジェットブラ

スト等の影響を受けやすいので特に注意すること。 

② エプロン上に存在するゴミや小石等は、可能な範囲で除去すること。ま

た、除去した場合は、空港会社に通報すること。 

 

（１０）駐機中におけるエンジン試運転 

① 整備のため、航空機のエンジン試運転（以下「試運転」という。）を行う

者は、事前に、空港会社に次の事項を連絡し、実施に係る調整をしなけれ

ばならない。 

a. 登録記号 

b. 型式 

c. 試運転における出力 

d. 開始予定時刻 

e. 終了予定時刻（又は所要時間） 

f. 実施場所（スポット番号又は名称） 

② 実施規則 

a. 実施時間 

運航に影響のない範囲で、可能な限り空港の運用時間内とする。 

b. 実施場所及び試運転における出力 

原則、エプロンにて実施するものとし、アイドリング出力を超えないも

のとする。アイドリング出力を超える場合、空港会社と調整した場所にて

実施する。 

c. 安全措置 

試運転を実施している間は、衝突防止灯を点灯しなければならない。ま

た、地上監視員を配置する等により、ジェットブラスト等の危険区域に人

又は車両を立ち入らせないようにし、実施場所周辺の人、車両及び施設等



 

 

に影響を与えていないことを常に確認しなければならない。 

③ その他 

a. エプロン以外の場所にて実施する場合の措置 

a) 駐機場所から実施場所までの航空機の移動方法等について、空港会社

と調整しなければならない。 

b) 試運転中の航空機と飛行場管制所及び空港会社との間において、常に

連絡を取れる手段を確保しなければならない。 

c) 飛行場管制所に対し、試運転の開始及び終了の連絡を行わなければな

らない。 

b. 空港会社は、試運転に起因する騒音等の苦情を受けた場合、直ちに試運転

の中止を指示する。また、指示を受けた者は直ちに試運転を中止しなけれ

ばならない。 

 

（１１）騒音苦情を惹起する可能性のある作業の実施 

周辺地域からの騒音苦情を引き起こす恐れのある作業は、運航に影響のない

範囲で、可能な限り空港の運用時間内に実施しなければならない。また、空港

会社から中止の指示を受けた場合は作業を中止しなければならない。 

 

（１２）制限区域内で発生した事故の対応 

制限区域において不法侵入や事故等の異常事態が発生した場合、又はその事

実を知った場合、空港会社へ通報しなければならない。なお、人身事故の場合

は、人命救助を行うとともに高松空港警備派出所へも通報すること。 

 

 

 

 

 

 

 

※空港会社連絡先 

０８７－８７９－６７７１（６：１５～２２：００） 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

図５．８－１ 高松空港エプロン全体図 

 

 

 

図５．８－２ 旅客エプロン 
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図５．８－３ スポット７番 

 

 



 

 

図５．８－４ ＥＡＳＴエプロン 

 

 

  

航空機導入線 



 

 

図５．８－５ ＷＥＳＴエプロン 

 

 

  

航空機導入線 



 

 

 

図５．８－６ プッシュバック方式 

 

 
 

  

ショートプッシュバック 

ショートプッシュバック 
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図５.８－７ 同時プッシュバック－ショートプッシュバック 

 

 

  



 

 

 

図５．８－８ 同時ショートプッシュバック-ショートプッシュバック 

 

 

  



 

 

 

図５．８－９ ＥＡＳＴヘリパッドの位置 

 

 

図５．８－１０ ＷＥＳＴヘリパッドの位置 

 

  

離着陸帯  ：30m×35m 

離着陸方向：08/26 

離着陸帯  ：30m×35m 

離着陸方向：08/26 



 

 

 

表５．８－１ スポットの使用区分及び駐機方式 

 

 
  



 

 

 

表５．８－２ エプロン運用上における航空機のクリアランス 

 

コード文字　

　事　　　項

11m 11m 11m 8m 8m 8m

7.5m 7.5m 7.5m 4.5m 4.5m 4.5m

7.5m 7.5m 7.5m 4.5m 3m 3m

コード文字 翼幅

Ａ 15m 未満

Ｂ 15m 以上 24m 未満

Ｃ 24m 以上 36m 未満

Ｄ 36m 以上 52m 未満

Ｅ 52m 以上 65m 未満

Ｆ 65m 以上 80m 未満

【エプロン誘導路、スポット誘導経路、航空機導入線等の関係】

C B A

Ａ　エプロン誘導路を移動する航空機と他の

　　航空機又は障害物とのクリアランス

Ｂ　スポット誘導経路上を移動する航空機と

　　他の航空機又は障害物とのクリアランス

Ｃ　航空機導入線上を移動中の航空機と駐機

　　航空機又は障害物（ボーディングブリッ

　　ジを除く。）、駐機航空機相互間並びに

　　駐機航空機と建物（ボーディングブリッ

　　ジを除く。）とのクリアランス

F E D

 

  



 

 

表５．８－３ 航空機の諸元 

 

 
 

 

 

 



 

 

表５．８－４ マーシャリングによる航空機の誘導信号等 

 

１．マーシャラーから航空機への信号  

誘 導 信 号 意   味 

 

１．翼端監視員／ガイド右手を頭上にあげて、誘導

棒を上方へ向け、体側に向かって下を指して左手の

誘導棒を動かす。 

注－この信号は、航空機の翼端に位置している者

が、パイロット／マーシャラー／プッシュバックオ

ペレーターに対し、航空機が駐機位置に進む／又は

離れる際に障害物がないということを知らせるため

のものである。 

 

２．ゲート識別（こちらへ） 

誘導棒を上に向けた状態でいっぱいに伸ばした両腕

を頭上にまっすぐにあげる。 

 

３．次のマーシャラーへ進め／管制指示に従え 

両腕を上方へ向け、体の側方外側へ腕を移動させ伸

ばし、次のマーシャラー又は、タクシーエリアを棒

で指し示す。 

 

４．前進 

伸ばした両腕を肘から曲げ、胸から頭までの高さで

誘導棒を上下に動かす。 

  



 

 

 

５ｂ）．（パイロットから見て）右旋回せよ 

左腕と誘導棒を体に対し９０度に伸ばし、右手は

「前進」の信号を送る。その信号の動きの速さで、

パイロットに航空機の旋回率を示す。  

 

６ａ）．通常停止  

両腕と誘導棒を９０度水平方向へいっぱいに伸ば

し、誘導棒が交叉するまで頭の上へゆっくり移動さ

せる。  

 

６ｂ）．緊急停止 

頭の上で、伸ばした両腕と誘導棒をすばやく交叉さ

せる。  

 

７ａ）．ブレーキをセットせよ 

掌を広げた状態で、肩の高さまでその手をあげる。

乗員とのアイコンタクトを確認した後、拳を握る。

乗員からの合図（親指をあげる動作）を受けるま

で、動いてはならない。  

 

７ｂ）．ブレーキを解除せよ 

拳を握った状態で、肩の高さまでその手をあげる。

乗員とのアイコンタクトを確認した後、掌を広げ

る。乗員からの合図（親指をあげる動作）を確認す

るまで、動いてはならない。  



 

 

 

８ａ）．チョークが挿入されました 

両腕と誘導棒を頭の上でいっぱいに伸ばした状態

で、誘導棒がくっつくまで、内側へ“突く”動作を

する。  

 

８ｂ）．チョークが取り外されました 

両腕と誘導棒を頭の上でいっぱいに伸ばした状態

で、外側へ“突く”動作をする。 

乗員から是認されるまで、チョークを取り外しては

ならない。  

 

９．エンジンをスタートせよ 

上を指した誘導棒を持って、頭の位置まで右手をあ

げ、左手でスタートされるエンジンを指し、頭の上

まであげると同時に、右手を回転させ始める。  

 

10．エンジンをカットせよ 

誘導棒を持った腕を肩の高さで体の前方へ伸ばし、

手と誘導棒を左肩の上から喉を切るような動きで右

肩の上まで引く。  

 

11．速度を落とせ  

腰から膝の間で誘導棒を軽く叩くように上下させな

がら伸ばした腕を下方へ移動させる。  



 

 

 

12．指示された側のエンジン回転を落とせ 

掌を地面に向けて両腕を下げ、右手か左手どちら

かを上下に動かし、左側又は右側 

の発動機の回転を下げるべきことを示す。   

 

13．後退せよ  

腰の高さで体の前に腕がある状態で、前進するよう

に腕を回転させる。後方への移動を停止させるに

は、６ａ）又は６ｂ）の信号を使用する。  

 

14ａ）．後退しながら旋回せよ－尾部を右側へ回す   

左腕は下げて下を誘導棒で指し、右腕は頭上垂直

の位置から前の方に水平の位置 

間で持っていき右腕の運動を繰り返す。  

  

 

14ｂ）．後退しながら旋回せよ－尾部を左側へ回す 

右腕は下げて下を誘導棒で指し、左腕は頭上垂直の

位置から前の方に水平の位置まで持っていき左腕の

運動を繰り返す。   

 

15．そのとおり／オールクリア 

上を指した誘導棒を持った右腕を頭の高さまであ

げ、あるいは、親指をあげて手を表示させ、左腕は、

膝の横側に置いておく。 

注－この信号は、技術／業務用通信信号としても

使用される。 

  



 

 

 

※16．ホバリングせよ  

９０度両側水平方向へ両腕と誘導棒をいっぱいに

伸ばす。  

 

※17．上方へ移動せよ  

９０度両側水平方向へ両腕と誘導棒をいっぱいに

伸ばし、掌を上に返して上方へ動かす。  

動きの速さが上昇の率を示す。  

 

※18．下方へ移動せよ  

９０度両側水平方向へ両腕と誘導棒をいっぱいに

伸ばし、掌を下に返して下方へ動かす。  

動きの速さが下降の率を示す。 

 

※19ａ）．（パイロットから見て）左へ水平に移動せよ 

体の右側へ９０度水平方向に腕を伸ばす。掃くよ

うな動きでもう一方の腕を同じ方向へ動かす。  

 

※19ｂ）．（パイロットから見て）右へ水平に移動せよ 

体の左側へ９０度水平方向に腕を伸ばす。掃くよ

うな動きでもう一方の腕を同じ方向へ動かす。  



 

 

 

※20．着陸せよ  

体の前で下向きに誘導棒を持った両腕を交叉させ

る。  

 

21．火災です  

右手と誘導棒を肩から膝までの間で“扇ぐ”動作

をし、一方で同時に火災の場所を左手の誘導棒で指

し示す。  

 

22．その位置で止まれ／待機せよ 

両腕と誘導棒を体に対し４５度下方へいっぱいに

伸ばす。航空機が次の移動のためにクリアーとなる

まで、その状態を維持する。  

 

23．航空機の見送り 

航空機を送り出すために右手で、あるいは、右手

と誘導棒で標準的な敬礼を行う。航空機が地上移動

をし始めるまで乗員とのアイコンタクトを維持す

る。  

 

24．操縦装置に触れるな（技術／業務用通信信号）  

頭の上で右手をいっぱいに伸ばし、拳を握るか、

水平に棒を持つ。左腕は膝の横に置いておく。  



 

 

 

25．地上電源接続（技術／業務用通信信号） 

頭上で腕をいっぱい伸ばして維持し、左手を水平

にして開け、（Ｔ字の形となるように）右手の指先

を左手の掌につける。夜間においては、頭上で照明

棒を使って、“Ｔ字”を形成することによることも

できる。  

 

 

26．地上電源切断（技術／業務用通信信号）  

頭上で（Ｔ字の形となるように）右手の指先を左

手の掌につけ、腕をいっぱいに伸ばした状態にして

維持し、それから左手から右手を離す。乗員により

是認されるまで、地上電源の切断はしてはならな

い。夜間においては、頭上で照明棒を使って“Ｔ

字”を切り離すことによることもできる。  

 

27．違います（技術／業務用通信信号） 

右腕を肩から９０度の方向へまっすぐに出して保

持し、地面に向け誘導棒を指すか、あるいは、親指

を下にした手を表示させる。左手は膝の横に置いて

おく。  

 

28．インターホンによる通信を設定せよ 

（技術／業務用通信信号）   

両腕を体から９０度に伸ばし、両耳を覆うように

手を移動させる。  

 

29．階段の開閉（技術／業務用通信信号） 

右腕は横で左腕は頭の上４５度にあげられた状態

で、右腕を左肩の上の前方へ掃くように移動させる。 

 

注－この信号は、主に機体の前部に装備された階

段がある航空機のためのものである。 

 

注１ エンジンは、航空機に正対した誘導員の右側から左側へ NO.1 NO.2・・・と数える。 

注２ ※印のある信号は、ホバリング中の回転翼航空機に対して使用するためのものである。 
 

 
注３ 技術／業務用通信信号 



 

 

マニュアルによる技術／業務用通信信号は、音声通信ができない場合のみ使用さ

れること。 

マーシャラーは、技術／業務用通信信号おいてはパイロットからの応答を必ず受

けなければならない。 

 

２．航空機からマーシャラーへの信号 

（１）ブレーキ 

① ブレーキをかけた：指を開いて腕と手を顔の前に水平にあげ、それから握り

こぶしを作る。 

② ブレーキをはずした：こぶしを握りしめ腕を顔の前に水平にあげ、それから

指を開く。 

（２）車輪止め 

① 車輪止めを入れよ：腕を伸ばし、掌を外側にし、顔の前面で交差するよう両

手を内側に動かす。 

② 車止めをはずせ：顔の前面で両手を交差させ、掌を外側にむけ、両腕を外側

に動かす。 

（３）発動機始動準備完了 

片方の手で、始動をさせる発動機の番号を示す数の指を立てる。 

 

 

附 則 

本事務連絡は 2025年 4月 1日より適用とする。 


